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八代市農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時 令和３年１１月２９日（金）午後２時００分から午後２時２９分 

 

２． 開催場所 八代市役所仮設庁舎 東棟２階２１号会議室 

 

３． 出席委員（19人） 

  会長     １番 白石勝敏 

２番 吉永安圭美 

３番 平野英明 

 ４番 橋本一郎 

５番 萩本一浩 

６番 中村和人 

７番 深田 智 

８番 髙野康喜 

職務代理者  ９番 内田孝光 

１０番 有馬日夫 

１１番 門田静子 

１２番 森本 健 

１３番 中野敏憲 

 １４番 松本秀昭 

１５番 木村秀子 

職務代理者 １６番 本田友治 

      １７番 松田林一 

１８番 倉井正治 

１９番 吉田寛実 

 

４． 欠席委員（0人） 

 

５． 出席推進委員（9人） 

中 千代志 

鞍本敏男 

吉川美津治 

矢鉾次義 

石田雄一 

杉本秀雄 

           髙橋 豊 

上原  誠 

           橋本正治 

 

６． 議事日程 

第１  議案第４３号  農地法第３条（委員会）について 

第２  議案第４４号  農地法第４条（知事）について 

第３  議案第４５号 農地法第５条（知事）について 

第４  議案第４６号 基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告）につい
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て 

第５  議案第４７号 【中間管理権：基盤法】基盤強化法第１９条による農地中

間管理権の取得（農地利用集積計画の公告）について 

第６  議案第４８号 非農地証明願について 

 

７．農業委員会事務局職員 

   局長      泉 宜孝 

   主幹兼係長   宮野 優 

参事      橋本周斉 

主事      桑野 直 

   主事      平川祥子 

   主事      北村有希 

    

８．会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。 

定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染者が全国的に見て減少傾向に向かっておりますが、まだま

だ予断を許さない状況下にございます。 

 今回も人数制限を図りながら、国・県が示した新しい生活様式を用いまして、総会

の開催に関し、注意事項を申し上げます。 

 御発言につきましては、今回も挙手をしていただきまして、事務局職員が向かいま

す。マイクをお持ちしますので、その場で発言していただきます。 

総会時間の短縮や議事録作成の観点から、簡潔明瞭での発言をよろしくお願い致し

ます。 

 以上、委員の皆様方には大変御不便をおかけしますが、御理解と御協力をお願い致

します。 

 また、今回、総会の通知文書にも掲載しておりました、研修会「利用意向調査につ

いて」を、総会終了後に３０分程度予定しておりますので、そちらの方もよろしくお

願い致します。 

 それでは、ただ今から１１月の総会を開会したいと思います。 

 本日は、農業委員、全員出席ということで定足数に達しておりますので、総会は成

立しております。 

 それでは、会議規則のとおり、会長に議長をお願いし、議事の進行をしていただき

ます。よろしくお願い致します。 

 

 皆さん、こんにちは。 

大変、朝晩は冷え込んでまいりましたが、日中は暖かいようでございます。健康に

は十分注意をされていただきたいと思います。 

 先ほど、局長から説明がありましたように、新型コロナウイルスの感染拡大を防止
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するため、私の挨拶は割愛させていただきます。 

 それでは、総会の審議がスムーズに進行しますよう、皆様の御協力をよろしくお願

い申し上げます。 

 最初に、本日の議事録署名委員を指名します。 

８番 髙野康喜委員、９番 内田孝光委員にお願い致します。 

 

 それでは、議事に入ります。 

議案書のとおり進行しますので、よろしくお願いします。 

 議案第４３号、農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明をお

願いします。 

 

 議案第４３号、農地法第３条第１項の規定による所有権移転の許可申請について、

議案書１ページのとおり、付議致します。 

 今月の所有権移転申請は、売買による取得が２件、贈与が１件ありました。 

地目は、田９,９５７平方メートル、畑３５７平方メートル、計１万３１４平方メ

ートルです。 

内容につきましては、議案書記載どおりです。 

 これらは、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たす

と考えます。 

御審議方よろしくお願いします。 

 

 ただ今、事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから説明

をお願いします。 

 １番、日奈久、お願いします。 

 

 日奈久担当の杉本です。申請番号１番、２番、続けて説明致します。 

 ２５日に、橋本委員と現地確認を致しました。 

 申請番号１番について説明致します。 

 譲渡人と譲受人は親子であり、譲渡人が高齢になったことから、子に贈与するとい

うものです。譲受人は会社員の傍ら農業をされており、周辺農地への影響はないと思

われます。 

 申請番号２番について説明致します。 

 譲渡人は農業者ではなく、譲受人の経営規模を拡大したいという意見が一致したた

め、売買されます。譲受人は農業をされており、隣接する土地を所有されており、後

継者もあり、今回の申請も規模拡大のためです。周辺農地への影響はないと思われま

す。地元としては何ら問題ないと考えますので、よろしくお願いします。 
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議 長 

 

推進委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 ３番、千丁。 

 

 ３番、千丁担当委員の上原です。 

 １１月２６日、深田農業委員外３名で現地を確認致しました。場所は、八代新地、

の〇〇〇近くでございます。譲渡人、千丁町古閑出△△△△番の△、農業、譲受人、

熊本市東区〇〇町大字〇〇〇△△△△番地、農業法人。別に問題はないと思います。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることと致します。よって、申請を許可致します。 

 

 議案第４４号、農地法第４条の規定による許可申請について、事務局より説明をお

願いします。 

 

 議案第４４号、農地法第４条の規定による許可申請について、議案書２ページのと

おり付議致します。 

 今月の申請は２件で、その内容は、議案書記載のとおりです。 

 それでは、最初に、農地転用許可の立地基準について説明致します。 

 １番及び２番の案件は、用途地域内の農地であるため、第３種農地に区分され、許

可は可能と判断しました。 

 なお、無断転用であったため、追認許可を得るための始末書が添付されております。 

 次に、一般基準について説明致します。 

 農地転用の確実性や、周辺農地に今まで悪影響を及ぼしていないことなどから、全

ての案件が、許可は可能と判断しました。 

 それでは、御審議方よろしくお願い致します。 

 

 ただ今、事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから説明

をお願いします。 

 １番、太田郷。 
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推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 太田郷担当の吉川です。 

 申請番号１番、申請地は、太田郷小学校より〇に△△メートル付近で、住宅に囲ま

れた、八代市で定められている用途地域になります。 

 昨日、担当地区の有馬委員と現地確認を致しましたところ、現在、木造瓦葺きの借

家がありましたが、築年数も古く放置できない状況です。追認許可となりますが、周

りに農地がありませんので、事業計画として、申請地は、学校の近くで住居に適して

おり、給排水、被害防除計画等、問題ないと思われます。 

 以上、御審議方よろしくお願い致します。 

 

 ２番、日奈久。 

 

 日奈久担当の杉本です。申請番号２番について説明致します。 

 申請人が、田の農地を贈与しようと土地を調べていたところ、宅地と思っていたと

ころが、登記地目が農地のままだったそうです。さらに、転用許可を受けていなかっ

たことが判明したため、今回申請されたそうです。 

 申請地は、昭和４９年から住宅が建っており、道路や住宅に囲まれており、周辺地

への影響はないと思います。よろしくお願いします。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることと致します。よって、申請を許可致します。 

 

 議案第４５号、農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より説明をお

願いします。 

 

 議案第４５号、農地法第５条の規定による許可申請について、議案書３ページから

６ページのとおり付議致します。 

 今月の申請は、所有権移転が１１件、使用貸借権が１件、賃貸借権が１件、合計の

１３件で、内容につきましては、議案書記載のとおりです。 

 それでは最初に、農地転用許可の立地基準について説明致します。 
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議 長 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １番から、５ページ１０番までの案件は、用途地域内の農地であるため、第３種農

地に区分され、許可は可能と判断しました。 

 なお、５番の案件につきましては、無断転用であったため、追認許可を得るための

始末書が添付されております。 

 また、３番の案件の土地につきましては、別添報告書８ページ目、農地法第５条許

可書の返戻願出書に記載のとおり、令和３年９月７日付で転用許可がなされておりま

すが、今回、新たな譲受人により、許可申請があっております。 

 ６ページ、お願い致します。 

 次に、１１番及び１２番の案件は、農業公共投資の対象となっていない、１０ヘク

タール未満の小集団の生産力の低い農地で、第２種農地に区分されます。土地選定の

代替地について検討済みであることから、許可は可能と判断しました。 

 最後に、１３番の案件は、概ね１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地の

ため、第１種農地に区分されますが、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されること、また、土地選定の代替地について検討済みであるこ

とから、不許可の例外規定に該当し、許可は可能と判断しました。 

 次に、一般基準について説明致します。 

 農地転用の確実性や、周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないことなどから、全ての

案件が、許可は可能と判断致しました。 

 それでは、御審議方よろしくお願い致します。 

 

 ただ今、事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから説明

をお願いします。 

 １番、八千把。 

 

 八千把担当の中 です。 

 申請番号１番から４番について説明します。 

 １番、申請地は大村町の会地公園の〇側に当たり、現況、造成済みの農地で、自宅

を建て替えようとしたところ、採光面積が不足し、建築確認申請が認められないため、

この農地を、建物敷地として利用したいといった申請になります。何ら問題がないと

思います。 

 ２番、申請地は、上野町の八千把コミュニティセンターより〇へ△△△メーター行

ったところで、現況、造成済みの農地で、ここを駐車場として利用したいといった申

請になります。何ら問題がないと思います。 

 ３番、申請地は古閑中町の区画整理区域内の〇〇〇〇〇の区画割の造成地で、ここ

に個人住宅を建築したいといった申請になります。何ら問題がないと思います。 

 ４番も、古閑中町の区画整理区域内の現況、造成済みの農地で、ここにアパート２
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議 長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

棟を建築したいといった申請になります。何ら問題がないと思います。 

 審議お願いします。 

 

 ５番、松高。 

 

 八代・松高地区担当の鞍本です。申請番号５番について説明します。 

 １１月１１日に、倉井委員と現地、申請地を確認しました。 

 案件は、以前より、保育園の〇〇〇〇、〇〇並びに〇〇〇駐車場として賃貸借して

いた土地で、周辺は宅地に囲まれています。賃貸借の契約を更新するに当たり、土地

の一部が〇〇の〇〇であったので、地籍調査の成果で、宅地から農地、畑に戻ってい

ることが判明しました。令和元年に許可転用を得ずに、駐車場を整備してありますの

で、宅地の転用許可を申請します。御審議方よろしくお願いします。 

 

 ６番、太田郷。 

 

 太田郷の吉川です。６番、７番、８番は太田郷地区なので、続けて報告致します。 

 申請番号６番、有馬委員と、確認を１１月２８日に行いました。 

 申請地は長田町、県道八代港線〇側、駐車場として車１６台の駐車を計画です。給

水は行わないで、排水も行わない。雨水は、隣接の市道側溝に放流。近隣に農地がな

いため、耕作地への影響はないと思われます。 

 申請番号７番、２８日に有馬委員と確認致しました。 

 転用目的は、申請人が現在、子供と４人で借家住まいであるため、住宅及び生活基

盤を確保したいとのことです。申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇北側です。両隣に家屋が

ありますが、接道がありません。申請人は、教育・職場に近い土地取得を希望してお

りましたが、接道していない土地のため、道路沿いの宅地の一部を譲渡してもらい、

売買契約も成立した今回、申請の運びとなりました。問題はないと思われます。 

 申請番号８番、２８日に有馬委員と確認致しました。 

 申請地は用途地域で、半径△△△メーター以内に幼稚園、小学校、郵便局などがあ

り、住環境が整っているため、住宅分譲地１区画として計画しました。申請者は、〇

〇〇〇〇〇〇〇〇のフランチャイズチェーンに加盟し、工事期間は、隣接農地に土砂

が流出しないよう、コンクリート擁壁を設置、完成後もブロック塀で囲み、給排水も

問題はないと思われます。 

 以上、御審議方よろしくお願い致します。 

 

 ９番、植柳。 
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推進委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

８ 番 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

推進委員 

 植柳・麦島地区担当の矢鉾です。受付番号９番について説明します。 

 先日、吉田委員さんと現地を確認しました。 

 申請地は、植柳橋から〇側約△△△メートルの畑地です。譲渡人の畑は、譲受人の

畑に囲まれている状況で、近隣の農作物に被害を及ぼす恐れはないと思います。御審

議よろしくお願いします。 

 

 １０番、高田。 

 

 １０番について説明致します。 

 ２４日に、山﨑委員と現地確認を致しました。 

 豊原中町にありまして、高田小学校より△△△メートル〇に行ったところに、高田

記念碑前という〇〇〇がありますが、その〇であります。二方は道路でありまして、

二方は宅地に囲まれており、別に問題はないと思われます。 

 以上です。審議方よろしくお願いします。 

 

 １１番、千丁。 

 

 １１番、千丁担当委員の上原です。 

 １１月２６日、深田農業委員外３名で現地を確認致しました。 

 申請地は、鹿児島本線吉王丸の踏切沿いで、〇へ△△△メートルの〇〇〇〇の近く

です。譲渡人は千丁町太牟田、譲受人は千丁町太牟田、会社員です。譲受人の自宅の

横に畑がありますので、そこに物置、駐車場用地として利用したい、という申請理由

です。何ら問題はないと思います。 

 

 １２番、千丁。 

 

 千丁町担当委員の高橋です。 

 １１月２６日、農業委員の深田さんと３名で現地を見に行きました。 

 場所は、新八代駅西口から〇に△キロに〇〇〇〇があり、これより△△△メーター

のところに水田があります。島田町と千丁町の〇です。個人住宅を建てる要望です。

譲渡人が千丁町で農業をされており、譲受人が千丁町古閑出です。何も問題はありま

せん。よろしくお願いします。 

 

 １３番、鏡。 

 

 鏡地区担当の橋本です。申請番号１３番について説明します。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 譲渡人は、土地を売る方向で考えておられまして、譲受人は、申請地の東側で〇〇

〇〇をされています。施設の老朽化や熊本地震で地盤沈下しているそうです。○○の

負担を抑えるために、〇〇を新設してから移られるそうです。現在の〇〇は、土地、

建物共に売却されるそうです。土地に建設される図面を見ても、周辺農地への影響は

ないと思います。 

 １１月２７日、現地を確認致しました。地元としては何ら問題ないと考えますので、

よろしくお願いします。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることと致します。よって、申請を許可致します。 

 

 議案第４６号、農用地利用集積計画について、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第４６号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画を、議案書７ページから２３ページのとおり付議致します。 

 今月は、貸借権設定が２７件、面積は１８万３,８０９平方メートル、所有権移転

が５件、面積は２万２,７４５平方メートルです。 

 これら申請のあった案件につきましては、農用地等の効率的利用や農作業の常時従

事など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと判断

されます。 

 なお、この基盤強化法による農用地の売買では、農地中間管理機構へ譲渡した場合

など、譲渡所得の特別控除が受けられる優遇措置が取れますので、農地として売買の

相談があった場合は、事務局にお尋ね頂きますようお願い致します。 

 来月１２月の熊本県農業公社との農地の所有権移転は、１２月９日木曜日、１０日

金曜日を予定しています。 

 現時点で関係する地区は、郡築三番町、昭和同仁町、北原町、鏡町内田の予定です。

地区の担当委員さんには、農業公社との調整ができ次第、日程を連絡しますので、よ

ろしくお願い致します。 

 以上です。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、皆さん、何か質問はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 質問がなければ、これは農用地利用集積計画でございますので、原案どおり決定す

ることと致します。 

 

 議案第４７号、農地中間管理機構等による農用地利用集積計画について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

 議案第４７号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地中間管理

権の取得、農用地利用集積計画を、議案書２４ページから２７ページのとおり付議致

します。 

 今月の農地中間管理権の取得は、賃借権設定が８件で、面積は５万５,６７１平方

メートルです。 

これら申請のあった案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件に該当すると判断されます。 

 議案第４７号の説明につきましては、以上です。 

 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、皆さん、何か質問はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 質問がなければ、これは農地中間管理機構等による農用地利用集積計画でございま

すので、原案どおり決定することと致します。 

 

 議案第４８号、非農地証明願について、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第４８号、非農地証明願について、議案書２８ページのとおり付議します。 

 今月の申請は１件で、その内容は議案書記載のとおりです。 

 １番の案件は、宅地であることの証明願です。 

申請地は、以前より宅地として利用していましたが、今般、地目が農地であること

が判明しました。 

全部事項証明書により、昭和２５年には住宅が建築されていたことが証明されてお

り、このことから、農地法施行日である昭和２７年１０月２０日以前から引き続き非

農地であった土地であり、令和３年１１月１５日に、太田郷地区農業委員及び農地利
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議 長 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

用最適化推進委員による現地調査を行った結果、非農地と判断しているところです。 

御審議をお願い致します。 

 

 ただ今、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説明を

お願いします。 

 １番、太田郷。 

 

 担当の吉川です。先ほど事務局から説明がありましたとおり、１１月１５日に有馬

農業委員と私、吉川農地利用最適化推進委員と事務局長、職員で現地調査を行った結

果、現在も家屋等が建っており、非農地として何ら問題はないと思われますので、御

審議方よろしくお願い致します。 

 

 以上の案件につきまして、皆さんから何か質問はございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで認めることとし、農地法第２条第１項に規定する農地に該当

しないため、証明書を交付することに決定致します。 

 

 本日、予定の議案は全て終了しました。 

 今月は、農地法第５条の許可不要転用届、農地法第１８条第６項の規定による合意

解約、農地法第５条許可書の返戻願出書の届出、通知がありましたので報告します。 

 これをもちまして、１１月の八代市農業委員会を閉会致します。 

皆様、お疲れさまでした。 

 

八代市農業委員会会議規則第１９条第１項の規定により署名する。 

 

令和３年１１月２９日 

 

      八代市農業委員会 会長                

 

      八代市農業委員会 委員                

 

      八代市農業委員会 委員                


